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川島町マスコットキャラクター
かわべえ・かわみん

川越都市計画の変更に係る説明資料
（区域区分、道路、用途地域、防火地域及び準防火地域、下水道、土地区画整理事業、地区計画）
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川越都市計画の変更

●川島インターチェンジ南側地区開発は、「川越都市計画」に属しています。
（関係自治体：川越市、日高市、川島町）

●本開発の推進にあたり、令和7年4月1日に「区域区分に関する都市計画と農林
漁業との調整（通称：農林協議）」が完了しました。

●4月24日には、埼玉県が「産業誘導地区」に当該地区を選定しました。

●その後、都市計画法に基づく「川越都市計画の変更手続き」を順次進めています。

29ha
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川越都市計画変更の概要

都市計画の種類 内容

区域区分（埼玉県）
都市計画区域における計画的な市街化を図るため、開発区域を
「市街化区域」として定めます。【資料1-1】

道路（埼玉県）
開発に関連する都市計画道路の線形等の変更に関する事項を定
めます。【資料1-2】

用途地域（川島町）
市街地の大枠としての土地利用を定める用途地域として、開発区
域を「工業地域」として定めます。【資料1-3】

防火地域及び準防火地域
（川島町）

市街地における火災の危険を防ぐため、建築物を構造の面から規
制する「準防火地域」として定めます。【資料1-4】

下水道（川島町）
下水道の排水区域等、下水道整備に関する事項を定めます。
【資料1-5】

土地区画整理事業
（川島町）

土地区画整理事業の実施にあたり、施行区域や公共施設（道水
路）の配置等、宅地の整備に関する事項を定めます。【資料1-6】

地区計画（川島町）
開発区域の特性に応じたきめ細かなルールを地区計画として定めま
す。【資料1-7】
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区域区分

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都
市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分する都市計画です。

〇区域区分のイメージ

市街化区域
①既に市街地を形成している区域
②概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
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区域区分

市街化区域へ編入
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道路

都市計画道路とは、都市計画法に基づいて、あらかじめルート・幅員などが
決められた、都市の骨格となり、まちづくりに大きく関わる道路のことです。都市
の将来像を踏まえて計画されます。

〇都市計画道路のイメージ
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道路

現況と整合 土地区画整理により変更

現況と
整合

●川越志木線(254号)…現況と整合及び土地区画整理事業により変更

●伊草戸守線 …現況と整合
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用途地域

都市における住居、商業、
工業といった土地利用は、似
たようなものが集まると、それ
ぞれにあった環境が守られ、
効率的な活動を行うことがで
きます。

そこで、都市計画では都市
を住宅地、商業地、工業地
などに区分し、「用途地域」と
して定めています。

市街化区域には、この用途
地域を設定します。
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用途地域

工業地域に指定
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防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防ぐため、建物
を構造の面から規制する都市計画です。

●防火地域
市街地において発生する火災による危険を高度に防止する区域に指定し、
建築物の不燃化により火災から地域を守ります。

●準防火地域
防火地域より緩やかな制限となっていますが、全体的に市街地の防火性能
を高めることにより、延焼や飛び火を防ぎ、大規模な市街地火災を予防します。
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防火地域及び準防火地域

準防火地域に指定



12

下水道

下水道とは、都市施設の一つであり、市街化区域等の区域内において必ず
定めるべき都市計画です。
下水道の都市計画には、下水道の名称、排水区域、下水道管渠やポンプ
場、処理場の位置などを定めます。

〇下水道（汚水）のイメージ
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下水道

排水区域（汚水・雨水）に追加
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土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、公共施設が未整備の一定の区域において、地権
者から少しずつ土地を提供してもらって道路や公園などの公共施設を整備し、
土地の区画を整え、宅地を利用しやすくする事業で、都市計画として定めるこ
とができます。

今回の計画は、区域内の土地所有者
が自主的に事業を進める「組合施行」
の手法で実施します。

〇土地区画整理事業のイメージ
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土地区画整理事業

施行区域、公共施設の配置、宅地の整備
に関する事項等を決定します。
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地区計画

地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設やその他の施設の配置等から
見て、一体としてそれぞれの区域の特性に相応しい態様を備えた良好な環境の
各街区を整備・開発・保全するための計画です。

〇地区計画のイメージ

◆地区計画の特徴
① 地区を単位として定める。 ② 地区の特性に応じたルールを定められる。
③ 用途地域等で定められないきめ細やかなルールを定められる。 など
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地区計画

道路等の地区施設の配置
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地区計画

【工業地区Ａ】建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築できません。

１ 住宅
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
３ 老人ホーム、保育所、福祉ホーム等
４ 老人福祉センター、児童厚生施設等
５ 図書館、博物館等
６ 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(当該地区内の工場で製造、加工する製品を
主に販売又は提供する附属施設は可)

７ ボーリング場、スケート場、水泳場等
８ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場等

９ カラオケボックス等
10 畜舎
11 自動車教習場
12 一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供
する建築物

13 火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

建築物の用途の制限（一部抜粋）
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地区計画

【工業地区Ｂ】建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築できません。

１ 住宅
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
３ 老人ホーム、保育所、福祉ホーム等
４ 老人福祉センター、児童厚生施設等
５ 図書館、博物館等
６ 物品販売業を営む店舗又は飲食店

(床面積の合計が300㎡以内かつ当該地区
内の工場で製造、加工する製品を主に販売、
提供する附属施設は可)

７ ボーリング場、スケート場、水泳場等
８ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場等

９ カラオケボックス等
10 畜舎
11 自動車教習場
12 一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供
する建築物

13 火薬類の貯蔵又は処理に供するもの

建築物の用途の制限（一部抜粋）
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地区計画

最低敷地面積、壁面位置、高さ等

工業地区A

工業地区A

工業地区B

工業地区B
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都市計画変更の手続き

◆手続きの流れ
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